
平成 29 事務年度金融行政方針（抄） 

Ⅳ．国民の安定的な資産形成に資する金融・資本市場の整備

（３） 退職世代等に対する金融サービスのあり方の検討 

世帯主が 60 歳以上の世帯が家計金融資産の６割以上を保有し、金融資産の

他にも住宅・宅地などの実物資産を多く保有している状況にある。これらの世帯

について、住宅ローン等を控除した金融純資産を見ると、1 千万円に届かない世

帯が半数近くを占めている。他方、ゆとりある暮らしを送った上でさらに多額の相

続財産を残せるような富裕層も存在する。 

退職世代等の置かれている状況が様々であることを踏まえて考えていく必要

があるが、平均寿命の延伸傾向が続く中、高齢者が、長期にわたって不安なくゆ

とりある生活を維持していくためには、それぞれの状況に適した資産の運用と取

崩しを含めた資産の有効活用が計画的に行われる必要があると考えられる。 

また、高齢投資家の保護については、これまでも販売会社における態勢整備

が進められているが、フィナンシャル・ジェロントロジー（金融老年学）の進展も踏

まえ、よりきめ細かな高齢投資家の保護について検討する必要があると考えられ

る。 

我が国の高齢化率は世界の中でも最も高い水準となっており、退職世代等に

関する取組みが重要な課題であることから、退職世代の金融資産の運用・取崩

しをどのように行い、幸せな老後につなげていくか、金融業はどのような貢献がで

きるのかについて、外部有識者の知見も活用しつつ、検討を進める。 


